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1．はじめに
本稿では、高等学校の日本史における国民国家

論の成果を踏まえた授業実践について述べる。国
民国家論といわれる研究潮流はおよそ1990年代に
隆盛した。それは、西川長夫などに代表されるが、
国民国家や様々な文化装置・カテゴリを自明の前
提としないという視点を提供してきた。一人一人
の個人が、いかに出来合いの国民国家の枠組みに
とらわれているのか、という観点を示したので
ある。
しかし、福祉が縮小し、競争が強く求められる

「新自由主義」時代になると、人と人とのつなが
りがあらためて見直された。国民国家論は結果と
して、ひたすら人を個に分解させてしまう難点が
あると指摘されている＊1。たしかに、「無縁社会」
ともいわれる状況で、〈生存〉を主題として社会
の在り方を模索する際に、国民国家論の論調から
では人と人とが支え合う社会の可能性を模索しに
くくなるといえるだろう。〈生存〉に着目して人
と人が支え合う社会を求める立場や、熟議による
合理的なデモクラシーを求める立場なども、必ず
なんらかの形で公共空間を前提とせざるをえない。
ただし、その「新自由主義」が強力に働く現代

においても、民族や国民国家のカテゴリが決して
なくなったとはいえない。これらのカテゴリを、
なんらかの福祉の文脈で用いる主張ではなく、格

差を隠蔽するために用いる主張がある。つまり、
自身が満たされない要因を、自身が所属すると考
える民族や国民国家の外部の存在に求める傾向で
ある。ちろん、国民国家の内部で〈敵－味方〉の
分断が生じることもあるが、その外部を敵視した
り攻撃したりすることで、内部の格差が問題とし
て不可視化される場面が生じることになる。この
ようにみれば、民族や国民国家が出来合いのもの
であり、排除を伴うものであることは依然として
確認し続ける必要があろう。よって中等教育の期
間に多くの生徒がそうした見識を得ることには意
義が認められるべきである。

2．社会科教育における国民国家論
なお、これまでにも国民国家論のモチーフを社
会科教育で扱う試みはさまざまに報告されてきた。
まず、森である＊2。森は「現代史を原理的に考察
し、高等学校における歴史教育を念頭に、現代学
習の1つのあり方を提起」3すると前置きし、現
代史を「過去へ没入しながら、過去から離脱する
という逆説的な二面性《現代史の逆理性》」に論
及しつつ、「私たちが生活している『今、ここ』
が何であるのか、その歴史的文脈を確認し、未来
展望の地平を拓くことに、その学習の意義はある
のである」という4。そして、この問題関心から、
小単元「国民国家の形成とその行方」として全4
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時間の授業試案を出している。フランス革命から
始まり、現代のEUにまで展開するものである。
最後に森は「国民国家の相対化」や「自己の相対
化」という問題意識に触れ、「指導要領に言う『国
際社会に生きる民主的・平和的国家社会の形成
者』（下線は森）という相矛盾する資質を、国民
としての自己の相対化により整合させようと試み
た」という5。なお、森によるこの矛盾の克服と
は、「超国家－国家－地域」の3空間が同時に併
存する多元的アイデンティティという視点を提供
することを指している6。これは、ひどく抽象的
かつ、依然として排除や抑圧を除去できるとはい
えない。人と人を分ける枠組みと権力機構の存在
を容認するからだ。しかし、国民国家を相対化さ
せる作業にただ終始するわけでもなく、人々がな
んらかの枠組みに依拠しながら、主体的に関わる
可能性を模索するという意味では一定のリアリ
ティある視点ともいえるだろう。他にも、國岡は
樺太・千島交換条約によるアイヌの移住につい
て7、鬼頭はアイヌ・沖縄についての授業実践を
報告している＊8。
このように、これまでのアプローチは、それぞ

れの重要な歴史上の転換期における現象をとりあ
げて論じられてきた。確かに、それらは形成され
た国民国家を自明の前提とせず、相対化させる視
点を生徒に提供する意味があっただろう。これら
に対して本稿では「領土」や「国土」といわれる
領域が、きわめて流動的であるということをより
長期的な観点から構成した授業の計画を示したい。

3．学習指導要領と「固有の領土」
2018年に告示された学習指導要領では、「領土」
への関心が強く示されている。ここではアイヌを
先住民族としながらも、「固有の領土」として北
方四島などを挙げている。この矛盾を矛盾無く
――矛盾がなぜ生じるのかを――理解するために
は「固有の領土」なるものがいかに政治的に創ら
れたものであるかをふまえて説明せざるをえない。
「固有の領土」という概念が政治的な創作に過
ぎないことはすでに論じられてきた＊9。池内が、
『外交青書』を分析するなどし、「固有の領土」

には二つの意味が混在してきたことをあきらかに
していることは特に重要である＊10。また、岩下も
日本の「固有の領土」やロシアの「太古からの領
土」という主張について、帝国主義の時代の法理
が存在すること自体を問題にすべきという＊11。こ
れらの成果からすれば、2018年に告知された『高
等学校 学習指導要領』（以下、『要領』）をみた
とき、授業を構成する上で大きな困難を感じる。
たとえば「内容の取り扱い」について、「日本
の国民国家形成などの学習において、領土の画定
などを取り扱うようにすること。その際、北方領
土に触れるとともに、竹島、尖閣諸島の編入につ
いても触れること」とある＊12。さらに、同年告知
された『高等学校学習指導要領解説 地理歴史
編』には次のように説明されている。

「領土の画定など」（内容の取り扱い）につ
いては、我が国の領土がロシアなどとの間で
国際的に確定されたことを扱う。その際、北
方領土（歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島）
が一貫して我が国の領土として国境設定がな
されたことについても触れるとともに、竹島、
尖閣諸島については、我が国が国際法上正当
な根拠に基づき正式に領土に編入した経緯に
も触れ、これらの領土についての我が国の立
場が歴史的にも国際法上も正当であることを
理解できるようにする13。

最後の「歴史的」とは「国際法で認められた歴史」
のみを指すのであろう。これをみると一つの評価
を教えなければならないようである。
しかし、上の「正当であることを理解できるよ
うにする」ためには、非常に困難な文言が『要領』
には存在する。たとえば、歴史総合の目標には「グ
ローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で
民主的な国家及び社会の有為な形成者に必要な公
民としての資質・能力を次のとおりに育成するこ
とを目指す」とある＊14。「グローバル化する国際
社会」とは多様な視点が存在する場をいうのでは
ないのだろうか。また、「内容の取り扱い」につ
いて次のようにもある。
ウ 近現代の歴史と現代的な諸課題との関わ
りを考察する際には、政治、経済、社会、
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文化、宗教、生活などの観点から諸事象を
取り上げ、近現代の歴史を多面的・多角的
に考察できるようにすること。また、過去
の視点のみで一面的に現在を捉えたり、現
在の視点のみで一面的に過去を捉えたりす
ることがないよう留意すること＊15。

一国史観にとらわれず、「多面的・多角的に」境
界があらかじめ固定されたものではないことなど、
国民国家を相対化させる視点を扱うことが重要と
いえよう。
さらに、「帝国主義」については以下のように

ある。
帝国主義政策の背景、帝国主義政策がアジ

ア・アフリカに与えた影響などに着目して、
主題を設定し、アジア諸国とその他の国や地
域の動向を比較したり、相互に関連付けたり
するなどして、帝国主義政策の特徴、列強間
の関係の変容などを多面的・多角的に考察し、
表現すること＊16。

このような世界史把握からすれば、国境が恣意的
に引かれることも付随して扱うことになる。また、
この「帝国主義」によって画定された境界の作為
性を理解するためにも、それ以前の「帝国主義に
よる国境」が未成立な段階を踏まえることは有益
といえるだろう。さらに、先の「解説」で引用し
た「ロシアなどとの間で国際的に確定された」こ
とを扱うにしても、その国際法それ自体が、「帝
国主義」の下で生み出されたもの、と相対化させ
ることは上の引用部分に基づいて可能となる。
ここに述べた国民国家論の視点は、学問上決し

て目新しい視点というわけではないが、中等教育
の現場において『要領』にいう「多面的・多角的」
になるためには、あらためて重要な視点と考える
べきである。このように『要領』を広くみたとき、
日本政府の見解を単純に「正当であると理解でき
るようにする」ことのみに終始するのは困難とい
うべきである。いいかえれば「固有の領土」とい
う概念それ自体を疑う視点を得ることは、学習指
導要領に一定程度則していても不可能ではないと
もいえる。

4．単元の計画
4．1 生徒の状況と工夫
本稿は、筆者が通信制高等学校でおこなった授
業を元にして論じる。実際におこなった本授業の
生徒は、各時代のおおよその推移も理解できてい
ない者も少なくなかった。そこで、小学校からの
歴史の復習ということも踏まえつつ、とりわけ領
域の問題なので地図や年表を頻繁に活用し、話を
すすめる必要があった。
本授業を通しては、それまで授業でふれた内容
を活用して、既習の知識を構成し直すことでも新
たな視野が開けるという点に面白さを感じてもら
うことにも留意した。そして、その結果として、
境界がいかに流動的なものなのかを理解してもら
う。このようにすることで、バラバラの情報の羅
列ではなく、時代を超えて関係し、現代にまでわ
れわれを拘束する問題に気づいてもらう。生徒に
とっては、一見無関係な情報をつなぎあわせて論
理的に構成する力の育成につながるであろう。ま
た、時代を超えて授業をおこなうということは、
すでに授業を終えた時代の復習の機会ということ
にもなる。

4．2 構成の概要と単元の目標
筆者が勤務した通信制高校では、生徒が学校に
来て出席すべき授業のコマ数が少なく、それもレ
ポート課題を提出することで代替が可能であった。
生徒が持続的な登校をしなくなる要因は様々にあ
るが、「授業についていけない」という感覚を持
つということもその1つであろう。もし、生徒に
「それまでの授業内容を聞いていないから、つい
ていけない」と思われてしまうと、その生徒にとっ
て登校することがより困難になりかねない。その
ため、その日の授業に参加した生徒がひとまとめ
の内容として理解しやすい「1話完結」の形態が
求められた。この点に特に配慮が必要なため、普
通科でとられるような単元の計画を立てることは
あまりなじまない。ただ、ここでは試案として7
～9世紀の大和政権と「蝦夷」に関する授業と、
幕藩体制とアイヌについての授業とを組み合わせ
る計画を提示する。
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ここでは国民国家や国際法の成立する前の時代
を対象としたが、さらに内容を増やすことが可能
であれば、列強による世界分割や「固有の領土」
が政治的な創作であることを授業すれば、生徒の
発展的な理解をより得られやすくなるであろう。
少なくとも、この計画内でも何らかの形で触れる
べきであろう。これは、境界設定の恣意性を理解
することを通して、ひいては現在の国民国家のカ
テゴリにとらわれない個人への想像力を培うこと
に寄与する。以上のように授業を構成することは、
「中学校社会科・高等学校地理歴史科において育
成を目指す資質・能力」にある「地理的条件や世
界の歴史と関連付けながら総合的に捉えて理解す
る」という方向性にも則したものである。
本単元は、特に『要領』の「第4 日本史探究

1目標 （2）」＊17にある「時期や年代」を超えて、
「日本の領域」がどのように・なぜ変化してきた
のか、「多面的・多角的」に学ぶことをねらいと
する。長期的な視野と論理的思考力をもって現代
社会の問題を考える資質・能力を養い、ひいては
国際社会に主体的に生きる市民を形成する一助と
する。
評価基準はこれに則して次のようになろう。時

代を超えた複数の情報を見比べたり結びつける
（知識・技能）。異なる時代の地図を見て社会的
事象等の意味や意義、特色や相互の関連を考察し
ている。考察したことや構想したことについて、
説明したり議論したりしている（思考・判断・表
現）。あらたに身に付けた見方・考え方を新たな
問いに生かそうとしている（主体的に学習に取り
組む態度）。以上である。

4．3 単元の計画
〔1〕大和政権と「蝦夷」
〔2〕幕藩体制とアイヌ
〔3〕「奥の細道」の行程のなぞ

具体的には、次のような展開をとる。まず〔1〕
では、「蝦夷」という名称の政治性を導入として、
桓武天皇・坂上田村麻呂・阿弖流為の3者の違い
に留意しながら、領域の変化を説明する。次に

〔2〕では、コシャマインの戦、シャクシャイン
の戦、松前藩の蝦夷地交易・場所請負制・同化政
策を説明する。また、ロシアの動きも存在してい
たことをふれ、世界史的な背景にも注意をうなが
す。ここで、日本を含めた「帝国主義」の分割に
ふれる。
次に〔3〕については、松尾芭蕉が『奥の細道』

の執筆のためにたどったルートを地図を用いて説
明し、芭蕉は西行などの訪れた歌枕のある土地を
まわっていた＊18ことを確認してもらう。特に、現
在の北海道のみならず、現在の青森県の範囲にま
で足を踏み入れていなかったことを視覚的に理解
してもらう。それまでの歌人の行動範囲に強く規
定されていた点をおさえる。次に、芭蕉の先人に
あたるそれら歌人たちの行動範囲は、当時の日本
の領域に拘束されていたという点を説明する。つ
まり、数百年前の日本の領域が『奥の細道』の行
程にまで影を落としているということである。こ
のことに気づくことで、たとえば「日本文化の伝
統」というときの定義の曖昧さということにも想
像力をはたらかせてもらいたい＊19。

5．本時の展開
ここでは、〔3〕の「『奥の細道』の行程のなぞ」

に則して特に授業計画を記す（表1）。なお、各
図は実際に授業で用いたものを一部加工したもの
である。
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表1 「『奥の細道』の行程のなぞ」授業の計画
教授・学習活動〔Ｔ：教師 Ｓ：生徒〕 指導上の留意事項

導
入

領土問題
Ｔ：「北方領土」について、「固有の領土」という表現が用いられ

ていることを紹介する。
・本時で、「固有の領土」の言葉の意
味について考える事を示す。

展
開

『奥の細道』
Ｔ：「奥の細道」に詠まれた俳句を紹介する。
Ｔ：旅先での出来事を SNSにアップする現代人にもふれる。

・松尾芭蕉の俳句をいくつか紹介し、
現代人にも分かりやすい作品である
ことを伝える。

・松尾芭蕉が、その作品の分かりやす
さや、旅を好んだ点で身近な存在で
あることを感じられるようにする。

Ｔ：現代の日本人にとって、北の観光地といえばどこになるか、
と発問する。

Ｓ：東北地方も挙がるが、北海道の大自然が挙げられる。
Ｔ：「奥の細道」の行程を示した地図【図1】を生徒にみせる。「奥

の細道」の行程の最北端はどこか確認させる。
Ｓ：松尾芭蕉が、平泉や象潟までいき、南に折り返している点に

疑問を抱く。
Ｔ：なぜ、北海道まで行かなかったのか、と発問する。
Ｓ：雪が降らないうちに帰りたかったから、体調を崩したから、

お金がなかったから、許可がでなかったから、などと答えが
出る。

・教科書に正解が書いていない問題を
自分で考えるよう促す。

・生徒の答えをそれぞれ、肯定的にう
けとめる。

幕藩体制
Ｔ：教科書を開いて、各大名の配置図【図2】を確認するよう促

す。松前藩については補足する。
Ｓ：松前藩が現代の北海道のわずか南端に存在していただけだと

理解する。

Ｔ：現代日本も単一民族ではないこと、アイヌ政策の概略を話す。
Ｓ：江戸幕府の支配下が現代日本と異なると再確認する。
Ｔ：しかし、芭蕉は北海道の南端の松前藩には訪れてもいいよう

に思うがなぜいかなかったのか、と発問する。
Ｓ：再び、気候・資金・許可の答えが出る。

・【図2】では、北海道部分の色塗り
が広くなっているが、松前藩の支配
が最初から広くあったわけではなく、
誤解しないように注意する。

・現代の北海道の形がおおよそわかる
ようになるには、間宮林蔵や伊能忠
敬によるものと付け足す。つまり、
それ以前はろくに認識していなかっ
たことになる。

・境界が現代と異なっていること、に
関心を喚起させる。

Ｔ：ヒントとして、松尾芭蕉が平安時代の歌人の歌枕の土地を巡
りたかった、という情報を提供する。

Ｓ：自分が影響を受けた、いわばあこがれの人が詠んだ足跡をた
どったことを理解する。

Ｔ：現代のアニメ文化における「聖地巡礼」の話もする。

・松尾芭蕉が歌枕の地を巡ったという
知識は知らなくても仕方が無いと伝
える。

・ここでも、芭蕉を親しみやすいもの
とみえるように工夫する。

Ｔ：では、なぜ歌人たちは、東北地方の北端や北海道を歌に詠ん
でいないのだろうか、と問いかけてみる。

Ｓ：さきほどとは異なり、大和政権の領域が関係しているという
答えも出てくる。

・この問いには、教科書の知識をヒン
トに応用することで答えられる。
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Ｔ：数百年前の「日本」といっていた領域はどのくらいあるのだ
ろうか。教科書で確認してみよう。

・この際、あらためて「陸奥」や「蝦
夷」といった名前に権力が投影され
ていることを確認してもらう。

大和政権と「蝦夷」
Ｔ：7～9世紀の大和政権と「蝦夷」との関係を図を提示して復

習する【図3】。
Ｓ：大和政権の境界が、現在の日本とは大きく異なることと、政

治の結果として流動するものであることを理解する。

ま
と
め

Ｔ：つまり、どういうことになる、と質問する。あらためて、芭
蕉がなぜ現代の青森県や北海道に行かなかったのか、説明し
て下さい。

Ｓ：平安時代の歌人の行動範囲は当時の大和政権の勢力範囲を反
映していた。芭蕉はその歌人などの足跡をおったので、芭蕉
の行動範囲も現代の日本と比べると狭くなっていた。

・時間を掛けてじっくりまとめても
らう。

・時代を超えて、これまで得た知識
もって構成する面白さを感じても
らう。

Ｔ：つまり、日本の領域はこれくらい時代によって変わってきて
いた。「固有の領土」というのも、現代の政治の目的があっ
て主張されて出来た言葉だということである。

・現代の話につながる問題であること
を理解してもらう。
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【図1】『奥の細道』の旅程（1689年）『山川ビジュアル版 日本児図録』2014年、157頁。
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【図2】大名の配置（1664年）『新選日本史Ｂ』東京書籍、2017年、110頁。

【図3】「東北地方の城柵」（『山川ビジュアル版 日本史図録』2014年、71頁）
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6．おわりに
上述した授業計画にもとづいておこなった結果、

松尾芭蕉が現代の北海道まで足を運ばなかった理
由は生徒のほぼ全員が理解できた。
さらに、境界の政治性については、「尊重し合っ
て、争うことなく解決していくべきだ」という意
見が多い中、「争いをなくすことは人間にできな
いのではないか」、「身近に感じにくい」という意
見もみた。争いは根絶しがたいという意見が出た
のは、境界の変動を長期的に考察した結果ともい
える。
これには、「確かに争いを克服することは至難

のように思えるが、一つは争いによって失われる
ものに想像力を働かせるべきではないか、あるい
は歴史上の交流には積極的なものも多くみられ
る」、「現代の日本においてもすぐそこに問題が存
在している」などと述べた。単元の計画からは論
点が逸脱してしまったようだが、争いの根絶が論
点に上がったことは、国民国家論の観点にもとづ
きながら境界を問題にすることが発展性をもつこ
とを示している。
今後は高等学校では近現代史が重視される方向

になるだろう。前近代の国民国家成立以前の状態
から認識しておくことは、あらためて国民国家成
立の意味を理解するためにも重要である。いうま
でもなく、本稿でしめしたものは、領域はもちろ
ん、国民国家それ自体を考察する唯一の授業では
ない。冒頭に述べたように、〈個人〉や〈生存〉
といった論点をもふまえながら公共空間を模索し
ていくことは、広く社会科教育全体にわたって留
意されるべきである。

＊1源川真希「ネオリベラル・東京 都市と『市民』につ
いての方法的覚書」『歴史学研究』886、2011年。大門
正克「新自由主義の時代と現代歴史学の課題 その同
時代史的検証」『歴史学研究』846、2008年、3頁では
国民のみならず、あらゆる共同性を懐疑する傾向を問
題視している。大門正克「歴史意識の現在を問う 1990
年代の日本近代史研究をめぐって」『日本史研究』440、
1999年。

＊2森才三「現代史学習の授業構成 小単元『国民国家の
形成とその行方』の場合」『社会科研究』50、1999年。

3 同、261頁。

4 同、262頁。
5 同、269頁。
6 同、264頁。
7 國岡健「授業実践 高校日本史 樺太アイヌの『移住』
樺太・千島交換条約に見る近代国民国家とアイヌ」
『歴史地理教育』874、2018年。

＊8鬼頭明成「高校の授業 日本史 国民国家の形成とア
イヌ・沖縄」『歴史地理教育』591、1999年。

＊9豊下楢彦『「尖閣問題」とは何か』岩波書店、2012年、
141～151頁。

＊10池内敏「『竹島は日本固有の領土である』論」『歴史評
論』785、2015年。

＊11岩下昭裕『北方領土』中公新書、2017年（初版は2005
年）、243～244頁。

＊12『学習指導要領』62頁。
＊13文部科学省『高等学校指導要領（平成30年告示）解説
地理歴史変』2018年、149頁。

＊14『学習指導要領』56頁。
＊15『学習指導要領』61頁。
＊16『学習指導要領』57頁。
＊17『学習指導要領』63頁
「（2）我が国の歴史の展開に関わる事象の意味や意
義、伝統と文化の特色などを、時期や年代、推移、比
較、相互の関連や現在とのつながりなどに着目して、
概念などを活用して多面的・多角的に考察したり、歴
史に見られる課題を把握し解決を視野に入れて構想し
たりする力や、考察、構想したことを効果的に説明し
たり、それらを基に議論したりする力を養う」

＊18小澤克己「『奥の細道』新解説（20） 総括その思想的
背景」『俳壇』286、2006年。長谷川櫂『「奥の細道」
をよむ』ちくま新書、2007年、58～61頁。平井照敏『『お
くのほそ道』を読む』講談社学術文庫、1995年。

＊19なお、近代における松尾芭蕉の受容について、国民化
の観点から分析したものに、井田太郎「〈帝国〉のほ
そ道 1890‐1945」『国文学』、2007年がある。

参考文献
1、源川真希「ネオリベラル・東京 都市と『市民』に
ついての方法的覚書」『歴史学研究』886、2011年。
2、大門正克「新自由主義の時代と現代歴史学の課題
その同時代史的検証」『歴史学研究』846、2008年。
3、大門正克「歴史意識の現在を問う 1990年代の日本
近代史研究をめぐって」『日本史研究』440、1999年。
4、森才三「現代史学習の授業構成 小単元『国民国家
の形成とその行方』の場合」『社会科研究』50、1999年。
5、國岡健「授業実践 高校日本史 樺太アイヌの『移
住』 樺太・千島交換条約に見る近代国民国家とアイ
ヌ」『歴史地理教育』874、2018年。
6、鬼頭明成「高校の授業 日本史 国民国家の形成と
アイヌ・沖縄」『歴史地理教育』591、1999年。
7、豊下楢彦『「尖閣問題」とは何か』岩波書店、2012年。
8、池内敏「『竹島は日本固有の領土である』論」『歴史
評論』785、2015年。

船 勢 肇

－115－



9、岩下昭裕『北方領土』中公新書、2017年（初版は2005
年）。

10、文部科学省『高等学校 学習指導要領（平成30年告
示）』2018年。

11、文部科学省『高等学校 学習指導要領（平成30年告
示）解説 地理歴史編』2018年。

12、小澤克己「『奥の細道』新解説（20） 総括その思想
的背景」『俳壇』286、2006年。

13、長谷川櫂『「奥の細道」をよむ』ちくま新書、2007年。
14、平井照敏『『おくのほそ道』を読む』講談社学術文
庫、1995年。

15、井田太郎「〈帝国〉のほそ道 1890‐1945」『国文学』、
2007年。

高等学校の日本史における国民国家論の成果をふまえた授業実践 松尾芭蕉の旅程を題材として

－116－


	joshitan_H1
	joshitan_(3)-(4)
	joshitan_P001-004
	joshitan_P005-010
	joshitan_P011-023
	joshitan_P024-038
	joshitan_P039-044
	joshitan_P045-048
	joshitan_P049-057
	joshitan_P058-068
	joshitan_P069-073
	joshitan_P074-080
	joshitan_P081-092
	joshitan_P093-100
	joshitan_P101-106
	joshitan_P107-116
	joshitan_P117-132
	joshitan_P133-141
	joshitan_P142-147
	joshitan_P148-155
	joshitan_P156-159
	joshitan_P160-165
	joshitan_P166-172
	joshitan_P173-184
	joshitan_P185
	joshitan_P186
	joshitan_H4



